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＜制 度 改 善 提 言 項 目 ＞  

１．成年後見制度における国や市町村等行政の役割                 

①  市民に対する制度広報と普及活動                     

②  高齢者認知症等の早期発見・早期対応の体制づくり  

③  市町村における総合相談窓口と専門的支援機関の設置               

④  市町村長申立ての利用促進 

⑤ 専門職後見人選任後の行政による支援                     

⑥ 施設等入所に際しての身元引受人の問題 

２．経済的弱者への支援体制 

① 「成年後見制度利用支援事業」の利用促進と適用範囲の拡大 

② 「 (財)法律扶助協会」の扶助適用対象の拡大  

③  「成年後見人等報酬助成制度」の創設 

３．法定後見申立手続における改善 

① 申立費用の負担者                             

②  申立時の添付書類                             

③  家庭裁判所における専門体制                        

④  鑑定手続                                 

⑤  審判書・後見登記事項証明書の記載事項 

４．資格制限の見直し                             

①  成年被後見人の選挙権 

５．金融機関実務の運用における改善  

① 就任時の届出方法 

② 口座名義と届出印 

③ 届出店以外での取引とキャッシュカードの発行 

④ 保佐人・補助人に代理権がある場合の取扱い 

⑤ 関係書類等の送付先                         

⑥  本人死亡後の取扱い 



６．専門職後見人選任における改善                    

①  専門職後見人選任前の利害関係の調査 

② 後見人等の報酬 

③ 本人死亡後の後見人等の事務 

④ 郵便物等の転送・送付手続 

７．第三者後見人の拡充                            

①  「公後見人制度」の推進 

② 「市民後見人」の養成・供給 

③ 後見人の辞任における「正当事由」の解釈 

８．医療行為の同意（両論併記）  

 

＜ 制 度 改 善 提 言 と そ の 理 由 ＞                         

１ ． 成 年 後 見 制 度 に お け る 国 や 市 町 村 等 行 政 の 役 割  

①  市 民 に 対 す る 制 度 広 報 と 普 及 活 動  

   成 年 後 見 制 度 が 市 民 に 正 し く 理 解 さ れ る た め に 、成 年 後 見 制 度 の 利 用

を 権 利 擁 護 活 動 と し て 捉 え た 、国 や 都 道 府 県 、市 町 村 に よ る 積 極 的 な 制

度 広 報 と 普 及 活 動 が 必 要 で あ る 。  

 

②  高 齢 者 認 知 症 等 の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 の 体 制 づ く り  

   市 町 村 は 、保 健 師 に よ る 高 齢 者 訪 問 等 の 見 守 り 活 動 や 、保 健 所 に よ る

高 齢 者 定 期 健 診 を 実 施 し 、高 齢 者 認 知 症 等 の 早 期 発 見・ 早 期 対 応 の た め

の 体 制 を 構 築 し な け れ ば な ら な い 。  

 

③  市 町 村 に お け る 総 合 相 談 窓 口 と 専 門 的 支 援 機 関 の 設 置  

各 市 町 村 に 、 高 齢 者 や 障 害 者 の 問 題 を 総 合 的 に 受 付 け る 専 門 的 な 相 談

窓 口 と 、問 題 解 決 の た め の 専 門 的 支 援 機 関 の 設 置 を 図 ら な け れ ば な ら な

い 。  

 

④  市 町 村 長 申 立 て の 利 用 促 進  

   制 度 の 利 用 を 必 要 と す る す べ て の 人 の た め に 、市 町 村 長 申 立 て が 正 し

く 機 能 す る よ う 、 行 政 と し て の シ ス テ ム づ く り が 必 要 で あ る 。           

イ ．全 て の 市 町 村 に お い て 、成 年 後 見 制 度 の 利 用 を 含 め た 権 利 擁 護 専 門 の

部 署 を 設 置 し 、申 立 要 綱 の 作 成 と 予 算 措 置 を 講 じ る よ う 、国 の 強 い 指 導

が 必 要 で あ る 。  

ロ ．高 齢 者（ 等 ）虐 待 防 止 法 案 の 中 に 、成 年 後 見 制 度 の 活 用 を 具 体 的 に 規



定 し 、虐 待 事 例 等 に 対 応 し て「 市 町 村 長 申 立 て 」の 是 非 を 検 討 す る 第 三

者 機 関 の 設 置 が 必 要 で あ る 。  

 

⑤  専門職後見人選任後の行政による支援 

イ．成年後見人等選任後においても、行政は関与を止めることなく、行政サ

ービスの提供等、成年後見人を支援する体制を整えるべきである。 

 

⑥ 施設等入所に際しての身元引受人の問題 

  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 施 設 入 所 に 際 し 、高 齢 者 等 が 身 元 引 受 人 を 立 て

る こ と が で き な い 場 合 で あ っ て も 入 所 す る こ と が で き る よ う に 、ま た 、専

門 職 後 見 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 に 、専 門 職 後 見 人 に 身 元 引 受 を 求 め る よ

う な 施 設 側 の 対 応 を 即 刻 改 め ら れ る よ う に 、国 や 地 方 公 共 団 体 の 行 政 指 導

が 徹 底 さ れ る べ き で あ る 。  

 

２ ． 経 済 的 弱 者 へ の 支 援 体 制      

①  「 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 」 の 利 用 促 進 と 適 用 範 囲 の 拡 大   

  国 は 、 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 が 機 能 す る た め に 、 各 自 治 体 に 対 し 、

予 算 措 置 等 の 基 盤 整 備 を 整 え る よ う 積 極 的 に 指 導 し 、ま た 、そ の 適 用 範

囲 を 資 力 の 乏 し い 親 族 の 申 立 て に も 拡 げ る べ き で あ る 。  

 

②  「 （ 財 ） 法 律 扶 助 協 会 」 の 扶 助 適 用 対 象 の 拡 大  

 財 団 法 人 法 律 扶 助 協 会 は 、そ の 公 益 性 に 鑑 み て 、成 年 後 見 申 立 て に お け

る 鑑 定 費 用 の 扶 助 を 、弁 護 士 代 理 案 件 に 限 定 す る こ と な く 、す べ て の 成

年 後 見 申 立 扶 助 案 件 に 適 用 す べ き で あ る 。  

 

③ 「成年後見人等報酬助成制度」の創設 

 親族による後見が期待できない事案にあっては、介護保険や支援費の支給

対象として「専門職後見人による成年後見制度」の利用を認め、本人が生活

保護対象者である場合は、「成年後見人に対する報酬扶助」を生活保護費に

おいてなすべきである。 

  ま た 、本 人 の 資 力 が 乏 し く と も 専 門 職 後 見 人 の 利 用 が で き る よ う 、「 成

年 後 見 制 度 基 金 」を 創 設 す る 等 、国 の 責 任 に よ る 専 門 職 後 見 人 に 対 す る 報

酬 助 成 制 度 を 構 築 す べ き で あ る 。  

 

３ ． 法 定 後 見 申 立 手 続 に お け る 改 善  



①  申 立 費 用 の 負 担 者  

  法 定 後 見 申 立 費 用 の 負 担 者 は 、原 則 本 人 と す る 法 整 備 を お こ な う べ き で

あ る 。  

 

② ． 申 立 時 の 添 付 書 類  

 イ ． 本 人 に つ い て の 登 記 事 項 証 明 書  

本 人 の 登 記 事 項 証 明 書 は 、 従 来 ど お り 申 立 人 が 添 付 す べ き で あ る が 、

証 明 書 の 取 扱 法 務 局 を 全 国 全 て の 法 務 局 等 に 拡 げ る べ き で あ る 。  

 ロ．本人についての戸籍の附票 

本人について、本籍の記載のある住民票が添付されていれば、戸籍の附票

は不要とする取扱いにすべきである。 

ハ．診断書                                  

本 人 の 診 断 書 に 代 え て 、 療 育 手 帳 や 精 神 障 害 者 手 帳 の 写 し 、 専 門 家 に

よ る 生 活 実 態 調 査 書 等 、本 人 の 判 断 能 力 を 客 観 的 に 認 定 で き る 資 料 を も

っ て 代 え る こ と が で き る 取 扱 い に す べ き で あ る 。  

       

二 ． 専 門 職 候 補 者 の 添 付 書 類  

司 法 書 士 や 弁 護 士 等 の 専 門 職 が 候 補 者 の 場 合 は 、 添 付 書 類 は 本 籍 記 載

の 住 民 票 の み と す べ き で あ る 。  

 

③ 家庭裁判所における専門体制 

  全 国 す べ て の 家 庭 裁 判 所 に お い て 、成 年 後 見 専 門 の 部 署 を 設 置 し 、専 門

の 調 査 官 や 書 記 官 の 増 員 を は か り 、迅 速 な 処 理 が で き る よ う な 裁 判 所 の 体

制 を 整 え る べ き で あ る 。ま た 、制 度 利 用 の た め の 相 談 窓 口 を 設 置 し 、親 族

後 見 人 の た め の 研 修 制 度 を 整 備 す べ き で あ る 。  

 

④ 鑑定手続                                   

  鑑定手続きにおいては、専門家による生活実態調査書や、調査官調査等の

資料も参考にし、本人の生活実態を考慮した鑑定が行われるよう求める。ま

た、成年後見制度における能力の鑑定基準の作成と、鑑定人名簿の充実が必

要である。 

 

⑤ 審判書・後見登記事項証明書の記載事項                       

専門職が後見人等となる場合、審判書の記載や後見登記の登録事項は、後見

人の希望により、自宅住所ではなく登録された事務所の住所でも良いものと



し、資格の表示や通称名の表示･登録を認めるものとする。 

 

４ ． 資 格 制 限 の 見 直 し   

①  成 年 被 後 見 人 の 選 挙 権  

  成 年 被 後 見 人 や 被 保 佐 人 に 対 す る 資 格 制 限 に つ い て 、ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ

ョ ン の 観 点 か ら 今 一 度 再 検 討 さ れ る べ き で あ る 。  

特 に 、成 年 被 後 見 人 か ら 一 律 に 選 挙 権 を 剥 奪 す る と い う 公 職 選 挙 法 第 １

１ 条 の 規 定 は 見 直 さ れ る べ き で あ る 。  

 

５ ． 金 融 機 関 実 務 の 運 用 に お け る 改 善  

① 就任時の届出方法                            

イ ．成 年 後 見 人 が 就 任 し た 場 合 の 届 出 に お い て は 、成 年 後 見 人 が 届 出 人 と

な り 、 本 人 の 自 署 及 び 押 印 を 求 め な い も の と す る 。                

 ロ ．届 出 の 添 付 書 類 は 、登 記 事 項 証 明 書 の み と す べ き で あ り 、印 鑑 証 明 書

の 提 出 は 求 め な い も の と す べ き で あ る 。  

                     

②  口 座 名 義  

従 来 の 本 人 名 義 口 座 に つ い て の 名 義 変 更 の 必 要 性 や 新 規 の 開 設 口 座 に

お い て 「 Ａ 後 見 人 Ｂ 」 名 義 と 「 本 人 A」 名 義 の ど ち ら を 選 択 す る か に つ

い て の 判 断 は 後 見 人 等 に お い て す る も の と し 、後 見 人 等 か ら 請 求 が あ っ

た 場 合 に は 、 金 融 機 関 は こ れ に 応 じ る べ き で あ る 。  

 

③  届 出 店 以 外 で の 取 引 と キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の 発 行  

イ．従来の本人名義の口座の届出や、新規口座の開設における届出は一回の

みで足りるものとし、同一金融機関の他の支店での取引も認めるべきであ

る。 

ロ ．後 見 人 等 の 申 し 出 が あ れ ば 、キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の 発 行 を 認 め る べ き で

あ る 。  

                    

④  保 佐 人 ・ 補 助 人 に 代 理 権 が あ る 場 合 の 取 扱 い  

金 融 機 関 と の 取 引 に つ き 代 理 権 を 付 与 さ れ た 保 佐 人 や 補 助 人（ 以 下「 保

佐 人 な ど 」と 言 う 。）が 、「 本 人 が 取 引 で き る 口 座 の 指 定 」を 届 出 た 場 合

は 、金 融 機 関 は こ れ に 応 じ 、キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の 発 行 も 認 め る べ き で あ る 。       

 

⑤  関 係 書 類 等 の 送 付 先  



  成 年 後 見 人 や 金 融 機 関 と の 取 引 等 の 代 理 権 を 付 与 さ れ た 保 佐 人 や 補 助

人 が 選 任 さ れ た 場 合 に は 、後 見 人 等 の 届 出 に よ り 、関 係 書 類 は 、本 人 で は

な く 後 見 人 等 に 送 付 す べ き で あ る 。  

                     

⑥  本 人 死 亡 後 の 取 扱 い                               

本 人 死 亡 後 に 必 要 な 費 用 に つ い て は 、当 面 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 条 件 に 出

金 を 可 能 と す る 等 の 措 置 を 講 じ る べ き で あ る 。  

 

６ ． 専 門 職 後 見 人 選 任 に お け る 改 善 点            

①  専 門 職 後 見 人 の 選 任 前 の 利 害 関 係 の 調 査  

専 門 職 が 後 見 人 に 選 任 さ れ る 場 合 は 、審 判 前 に 利 害 関 係 人 の 調 査 の た め

の 閲 覧 を 認 め る べ き で あ る 。  

  

②  成 年 後 見 人 等 の 報 酬  

イ ．裁 判 所 は 、後 見 事 務 等 の 内 容 を 的 確 に 把 握 す る た め の 制 度・方 法 を 確 立

し 、個 別 事 案 に お い て 報 酬 決 定 過 程 を 透 明 に し 、報 酬 算 定 基 準 を 可 能 な 限

り 明 確 化 し た 上 で 公 表 す べ き で あ る 。  

ロ．裁判所は、報酬額の算定において、後見業務に必要な見守りや事実行為、

身上監護に対する正当な評価を反映すべきである。 

ハ．就任後の財産調整等が終った段階で、第１回目の報酬付与の申立てを認め

るべきである。  

二 、 本 人 死 亡 後 の 事 務 に つ い て も 、 報 酬 付 与 を 認 め る べ き で あ る 。  

ホ ．後 見 人 等 に 報 酬 請 求 権 を 与 え る 法 改 正 を 行 い 、報 酬 付 与 決 定 の 審 判 に つ

き 、 後 見 人 等 に 即 時 抗 告 権 を 与 え る べ き で あ る 。  

 

③ 本人死亡後の後見人の事務 

イ．相続人が存在しない場合や非協力的な場合の、本人死亡後の事務につい

  て 

期間を限定し、必要な保存行為ができるよう、また、保存行為を超える

事務については家庭裁判所の許可を条件として、後見人に一定の権限を与

えるよう法改正をすべきであり、それらの後見人が行った本人死亡後の事

務については、報酬付与の対象とすべきである。 

 ロ．本人に身寄りがない場合（いても関与を拒否している場合）には、原則

として、遺体の引取り、埋火葬は、行政の責任として行うべきである。そ

の上で、本人に遺産がある場合には、後見人に、本人死亡後の後見事務と



して、行政機関の求償による費用の償還に応ずることのできる権限を与え

るべきである。 

 ハ．後見人も死亡届出権者とするよう戸籍法第８７条を改正すべきである。 

  

二 ．本 人 死 亡 後 、相 続 人 等 へ の 財 産 承 継 が 困 難 な 場 合 等 、専 門 職 後 見 人 の

財 産 管 理 が 長 期 に 及 ぶ 場 合 に は 、民 法 ９ １ ８ 条 に よ る 相 続 財 産 管 理 人 の

選 任 を 求 め る こ と が で き る 等 の 、 法 の 改 正 を す べ き で あ る 。  

  

④  郵 便 物 等 の 転 送 ・ 送 付 手 続  

イ ．成 年 後 見 人 に よ る 日 本 郵 政 公 社 へ の 届 出 に よ り 、本 人 宛 の 郵 便 物 を 、成

年 後 見 人 の 住 所 ま た は 事 務 所 宛 に 転 送 で き る 制 度 を 整 備 す べ き で あ る。 

ロ ． 市 町 村 ・ 社 会 保 険 庁 等 の 事 務 取 扱 い  

  健 康 保 険 証 や 年 金 証 書 、各 種 現 況 届 等 に つ き 、後 見 人 等 の 届 出 が あ る 場

合 に は 、 後 見 人 等 へ 直 接 郵 送 す る 制 度 を 整 備 す べ き で あ る 。  

 

７ ． 第 三 者 後 見 人 の 拡 充  

①  「 公 後 見 人 制 度 」 の 推 進  

国 は 、「 公 後 見 人 制 度 」を 創 設 す る と と も に 、国・地 方 公 共 団 体 や 社 会

福 祉 協 議 会 に よ る 法 人 後 見 を 充 実 さ せ る べ き で あ る 。                

 

②  「 市 民 後 見 人 」 の 養 成 ・ 供 給  

  適 切 な 成 年 後 見 人 の 養 成 ・ 供 給 は 単 な る 個 人 や 家 族 だ け の 問 題 で は な

く 、国 の 社 会 福 祉 制 度 の 一 環 に 係 る 優 れ て 重 要 な 社 会 問 題 で あ る 。国 、地

方 公 共 団 体 は そ の 責 任 に お い て 良 質 な「 市 民 後 見 人 」の 養 成・供 給 を 行 う

べ き で あ る 。  

 

③  後 見 人 の 辞 任 に お け る 「 正 当 事 由 」 の 解 釈  

  「 正 当 な 事 由 が あ る と き 」 は 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 後 見 人 の 辞 任 を

認 め る 民 法 ８ ４ ４ 条 の「 正 当 な 事 由 」を 柔 軟 に 解 釈 し 、専 門 職 後 見 人 か ら

親 族 や 市 民 後 見 人 等 へ の 職 務 の 引 継 ぎ も 認 め る べ き で あ る 。  

 

 

８ ． 医 療 行 為 の 同 意 （ 両 論 併 記 ）  

  成年後見人に対し医療行為の同意権を与えることについては、医療関係者

を含めた関係機関による十分な議論が尽くされているとは言い難く、なお慎



重に検討すべきである。  

 

 


